
・医療的ケアの実施についての依頼書 
・主治医の医療的ケアに関する指示書 
・医療的ケア児受け入れに関する確認書兼同意書 

様式２           医療的ケア児の入園申込みから保育利用までの流れ（4 月入所の場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

概ね４～８月 

概ね 9 月 

概ね 2 月頃に 
 決定・通知 

4 月 

保護者からの相談 

受け入れ可能性の検討 

  利用調整 

受け入れ可能 
 

受け入れ困難 
入園申込み 

結果通知 

内定施設との調整 

支援計画作成 
保育園の利用開始 
 

保育園や医療的ケア児、保護者等 
に対するフォローアップ 

他支援・サービスの検討 

・文書や面談による聞き取り 
・主治医意見の聴取（主治医意見書等） 
・保育課担当者によるケース会議を招

集し検討 

連携 

【関係機関】 
母子保健管轄部署 
障害福祉管轄部署 
相談支援事業所 
障害福祉サービス事業所 
主治医 等 

【関係機関との会議】 
母子保健管轄部署 
障害福祉管轄部署 
相談支援事業所 
障害福祉サービス事業所 
主治医 等 
 

入園申込書類と共に
下記の書類を提出 
・主治医意見書 
・ 医 療 的 ケ ア に 係 

る調査書 
・日常生活の状況に

係る調査書 

継
続 

支援計画の作成 

概ね 12 月頃に 
 内定通知   園との面談 

・入園時案内シート、フロー図による説明 

担当看護師との面談 
園内の環境整備 


